
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２９年７月２５日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） ジェット水流式口腔洗浄器 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 
ノズルから噴射した洗浄水のジェット水流により、歯又は歯茎を洗浄する製品。 

 
 
 
○構造、仕様、意匠 

本体とグリップ部で構成され、互いにホースで接続されている。本体には着脱

可能な水タンクがあり、洗浄水（水道水）が貯えられる。本体に内蔵された電動

ポンプによってホースを通じて洗浄水をグリップ部へ送るとともに、グリップ部

先端のノズルから洗浄水をジェット水流として噴出する。（下図参照） 
 
 
 
 
 
 
○主な使用者、販売先 
一般消費者 

 
 
 
 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、電動力応用機械器具の「電気歯ブラシ」と

して取り扱う。 

 

 

（理由） 

小形の電動ポンプによって生ずるジェット水流により歯又は歯茎を清掃するも

のは、歯ブラシとしての機能を有していると考えられることから、「電気歯ブラシ」

で対象として取り扱うことが妥当と判断する。 
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